
                                                   

            

令 和 ７ 年 ４ 月 １ １ 日 

県土整備部都市整備局下水道課 

０４３－２２３－４３３７ 

  

下水道管路の全国特別重点調査の実施について 

 

 

 

 

 

１  調査対象 

 ・管径２ｍ以上かつ１９９４年度以前に設置された下水道管 

 ・このうち、下記のいずれかに該当する箇所を優先的に調査 

① 埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の構造・地盤条件の箇所 

② 管路の腐食しやすい箇所 

③ 陥没履歴があり交通への影響が大きい箇所 

④ その他（沈砂池の堆積土砂が顕著に増加した処理場やポンプ場につながる管路） 

 

２ 調査期間 

  優先的に調査を実施する箇所は夏頃までに、それ以外の箇所は令和７年度内に調査 

終了予定 

 

３ 調査方法 

  下水道管路内の全ての範囲を対象に、目視やテレビカメラにより劣化状況を調査 

 

４ 県における調査対象 

 ・管径２ｍ以上かつ１９９４年度以前に設置された下水道管（延長約１１５ｋｍ） 

 ・このうち、下記のいずれかに該当する箇所を優先的に調査（延長約 ６１ｋｍ） 

① 埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の構造・地盤条件の箇所 

② 管路の腐食しやすい箇所 

※県の流域下水道に③及び④に該当する箇所はありません。 

 

５ 参考 

 調査実施内容については、千葉県ホームページで確認できます。 

 https://www.pref.chiba.lg.jp/gesui/press/2025/tenken-4.html 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 

本年１月２８日に埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損に起因すると考えられる道

路陥没を受け、国土交通省から地方公共団体に対して「下水道管路の全国特別重点調査」

の実施要請がありました。 

千葉県では当該要請に基づき、該当する下水道管路の調査を実施します。 



（凡例）
【青】印旛沼流域における今回調査対象
【赤】江戸川左岸流域における今回調査対象
【緑】手賀沼流域における今回調査対象
【黒】流域下水道管路

延長約115km
※うち優先調査対象約61km


